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1.事業計画 

 

 1.1 事業者の名称及び所在地 

事業者の名称：宮古地区広域行政組合 

代表者の氏名：管理者 宮古市長 山本 正德 

事業者の所在地：岩手県宮古市宮町一丁目1番30号 

 

 1.2 事業の種類 

一般廃棄物最終処分場 

 

 1.3 対象事業実施区域の位置 

所在地：岩手県宮古市千徳第 14 地割地内 外 

事業実施区域の位置を図 1.1 に示す。 

 

 1.4 事業の目的 

宮古地区広域行政組合(構成市町村：宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村)の一般廃棄物最終

処分場では、宮古清掃センターから発生する焼却灰及び構成市町村から発生する不燃ごみ等の

埋立処分が行われている。同施設は、昭和 60年 3 月(1985 年)の稼働開始から 37 年が経過して

おり、令和 10 年度(2028 年度)中の埋立終了が見込まれている。 

本事業は、令和 10 年度の供用開始に向けた新設最終処分場を整備するため実施するもので

ある。 
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図 1.1 事業実施区域位置図

※国土地理院の電子地形図（タイル）標準地図を加工して作成。 
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 1.5 事業の内容 

事業の概要 

本事業の概要を表 1.1 に、事業全体の配置計画を図 1.2に示す。 

 

表 1.1 事業の概要 

項目 内容 

所在地 岩手県宮古市千徳第 14地割地内 外 

埋立対象物 焼却残渣、不燃物等 

処分場の種類 一般廃棄物最終処分場 

処理場の型式 オープン型 

埋立地面積 29,000 m2 

埋立面積 10,150 m2 

埋立容量 49,000 m3 

供用年月 令和 10 年度～令和 25 年度 

遮水工構造 表面遮水工(二重遮水シート) 

浸出水処理 

処理能力  ：40 ㎥/日 

調整設備能力：4,400 m3 

処理方法  ：前処理(Ca 除去)、生物処理、物理化学処理、高度処理、消毒 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「一般廃棄物第2最終処分場施設整備基本計画 概要版」（令和5年3月、宮古地区広域行政組合）より抜粋 

図 1.2 事業全体の配置計画図 

 

埋立地底面 

埋立地法面(遮水シート) 

道路 

切土法面 

盛土法面 
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事業の工事計画の概要 

 (1)建設工事の範囲 

一般廃棄物最終処分場は、生活環境の保全上、浸出水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散、

ガスの発生、衛生害虫獣の発生等を防止しながら、廃棄物を安全に埋立てできるものでなければな

らない。 

そのためには、図 1.3 に示す諸施設から構成される必要がある。また、最終処分場の諸施設は、相

互に係わり合いをもつため、効果的に機能するよう、全体として有機的に結合する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：社団法人全国都市清掃会議、「廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領（2010 改訂版）」 

図 1.3 最終処分場施設構成 

 

 

  1)貯留構造物 

貯留構造物は、廃棄物層の流出や崩壊を防ぎ、埋

立てられた廃棄物を安全に貯留するための施設であ

り、高さ 12.0m、天端幅 5m、法面勾配 1:2.0 の計画

である。 

貯留構造物の例を図 1.4 に示す。 

図 1.4 貯留構造物の例 
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  2)地下集排水施設 

地下水集排水管の配置は、埋立地底面部及び地山沢筋に幹線となる集排水管を設置し、埋立地底

面部の法尻部及び幹線に対して、縦断方向に 20m ピッチで支線を配置する計画である。 

地下水集排水管の構造として、二重遮水シートを採用した場合の構造例を図 1.5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.5 地下水集排水管の構造例 

 

  3)遮水工 

新設最終処分場の遮水構造は、｢地質調査｣により、亀裂

が多く遮水効力が基準に満たない基礎地盤と想定されるこ

とから、表面遮水工とする。 

また、埋立地全体を一体の遮水層とできる二重遮水シー

ト構造とする。遮水工の構造例を図 1.6 に示す。 

図 1.6 遮水工の例 

  4)雨水集排水施設 

雨水集排水施設は、埋立地内への雨水の流入を防止することにより、浸出水の削減を図り浸出水

処理施設及び遮水工の負担を軽減するための施設である。 

また、下流域への雨水流出量の増加を抑制する目的で防災調整池を設ける。 

新設最終処分場の雨水排水は、既存道路の雨水排水系統とは別系統とすることを基本とする。 

雨水集排水施設の例を図 1.7 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.7 雨水集排水施設の例
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  5)浸出水集排水施設 

新設最終処分場は、埋立地底面部の面積は狭く、埋立面積は約 1.0ha と大規模な埋立地ではないこ

とから、浸出水集排水の配置は分枝形を採用する。また、支線の配置間隔は 10～20m 程度とする。 

浸出水集排水管の構造は、底部集排水管の構造例を基本とする。 

浸出水集排水施設の例を図 1.8 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.8 浸出水集排水施設の例 

 

  6)浸出水処理施設 

浸出水処理施設は、埋立地内の浸出水集排水施設によって集められた浸出水を放流先の公共用水

域及び地下水を汚染しないように処理するために設ける施設である。 

浸出水取水設備：浸出水集水ピット内の送水ポンプ、配管･バルブなどで構成され、埋立地から

発生する浸出水を集水し、浸出水調整設備へ送水する設備。 

浸出水調整設備：降水量や埋立期別に応じて変動する浸出水の量・水質の調整、均一化を図る設備 

浸出水処理設備：浸出水を所定の水質まで処理するための設備。浸出水処理設備からの処理水を

公共用水域等に放流する設備 

浸出水処理施設の計画規模は、処理能力 40㎥/日、調整設備容量 4,400 ㎥を目安としている。浸

出水処理施設の基本処理フローを図 1.9 に示す。 

 

図 1.9 浸出水処理施設の基本処理フロー 
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  7)埋立ガス処理施設 

埋立ガス処理施設は、浸出水集排水管(支線)から法面ガス抜き管を、浸出水集排水管(幹線)から

竪型ガス抜き管の設置を基本とし、埋立ガス対策だけではなく集排水施設として機能できる計画と

する。また、管径、配置については、管径φ200mm 以上、設置箇所数は 2,000 ㎡に 1箇所以上とな

るよう、5～6箇所以上を目安に全体のバランスを見ながら検討するものとする。 

埋立ガス処理施設の例を図 1.10 に示す。 

 

竪型集排水管(ガス抜き管)の構造例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構造計画断面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1.10 埋立ガス処理施設の例 

 

 



8 

 (2)建設工事のスケジュール 

事業スケジュールを表 1.2 に示す。令和 7年度から建設工事に着手し、供用開始は令和 10 年度

中の計画である 

 

表 1.2 新設最終処分場建設に係る事業スケジュール 

事業内容 
事業年度 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

最終処分場施設整備基本構想策定          

循環型社会形成推進地域計画策定          

施設整備基本計画策定業務          

測量･地質調査          

生活環境影響調査          

基本設計          

実施設計          

一般廃棄物処理施設設置届出          

建設工事(埋立地土木施設工事)          

建設工事(浸出水処理施設工事)          

施工管理          

新設最終処分場供用開始(予定)          

出典：「一般廃棄物第2最終処分場施設整備基本計画」（宮古地区広域行政組合、令和5年1月）より作成 
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 1.6 公害防止対策 

大気汚染 

埋立地内にネットフェンスを設置するとともに早期覆土を励行し、処理対象物(焼却残渣と不燃

物)の周辺への飛散を防止する。 

 

騒音・振動 

事業実施区域及びその周辺地域は、騒音規制法や振動規制法により定められる特定工場等の規制

基準が適用とならない地域であるが、周辺環境への影響を考慮して表 1.3(1)～(2)に示す規制基準値

を参考に、騒音は第 4 種区域の基準値を、振動は第 2種区域の基準値を自主規制値として設定す

る。 

 

表 1.3(1) 騒音の基準 

 区域の区分 時間の区分 

 当てはめ地域 
朝 

6～8時 

昼間 

8～18 時 

夕 

18～22 時 

夜間 

22～6 時 

第 1種区域 
第 1･2 種低層住居専用地域 

田園住居地域 
45dB 50dB 45dB 40dB 

第 2種区域 

第 1･2 種中高層住居専用地域 

第 1･2 種住居地域 

準住居地域 

50dB 55dB 50dB 45dB 

第 3種区域 
近隣商業･商業地域 

準工業地域 
60dB 65dB 60dB 50dB 

第 4種区域 工業地域 65dB 70dB 65dB 55dB 

 

表 1.3(2) 振動の基準 

 区域の区分 時間の区分 

 当てはめ地域 
昼間 

7～20 時 

夜間 

20～7 時 

第 1種区域 

第１･2種低層住居専用地域 

第 1･2 種中高層住居専用地域 

第 1･2 種住居地域 

準住居地域、田園住居地域 

60dB 55dB 

第 2種区域 
近隣商業･商業地域 

準工業･工業地域 
65dB 60dB 

 

悪臭 

ガス抜設備を設置し、ガスの早期拡散を図る。また、即日覆土を励行する。 

 

水質 

施設から発生する浸出水は、処理施設により適正に処理を行い、普通河川木戸井内川へ放流す

る。また、処理水の水質について定期的なモニタリングを行う。 

なお、浸出水は下水道への放流についても検討中である。 
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2.環境影響の総合的な評価 

対象事業について、生活環境影響要因である｢浸出水処理施設からの処理水の放流｣､｢最終処

分場の存在｣、｢施設(浸出水処理施設)の稼働｣、「埋立作業」、「施設(埋立地)からの悪臭の

発生」、「廃棄物運搬車両の走行」について、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水の調

査項目を選定して予測･評価を行った。調査、予測、評価及び環境保全のための措置の概要を

表 2 に示す。 

影響の回避又は低減に係る分析の結果、全ての生活環境影響要因について環境保全対策を実

施することにより環境に与える影響は低減され、生活環境の保全上の目標との整合性は図られ

ているものと評価する。 
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表 2.1(1) 環境影響の総合的な評価（浸出水処理施設からの処理水の放流） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

浸
出
水
処
理
施
設
か
ら
の
処
理
水
の
放
流 

調査結果 

(1)浸出水処理施設排出口付近 
環境基準や排水基準は適用とならないものの、当該地点では溶存酸素

濃度と秋季の大腸菌数を除いて基準の要件を満足する結果であった。 
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表 2.1(2) 環境影響の総合的な評価（浸出水処理施設からの処理水の放流） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

浸
出
水
処
理
施
設
か
ら
の
処
理
水
の
放
流 

調査結果 

(2)木戸井内川上流 
環境基準や排水基準は適用とならないものの、当該地点では秋季の大

腸菌数を除いて基準の要件を満足する結果であった。 
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表 2.1(3) 環境影響の総合的な評価（浸出水処理施設からの処理水の放流） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

浸
出
水
処
理
施
設
か
ら
の
処
理
水
の
放
流 

調査結果 

(3)木戸井内川下流 
環境基準や排水基準は適用とならないものの、当該地点では夏季の大

腸菌数を除いて基準の要件を満足する結果であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

表 2.1(4) 環境影響の総合的な評価（浸出水処理施設からの処理水の放流） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

浸
出
水
処
理
施
設
か
ら
の
処
理
水
の
放
流 

予測結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保全上の
目標 

浸出水処理施設からの処理水は、普通河川木戸井内川を介して二級河
川長沢川へと流入する。生活環境の保全上の目標は、長沢川の環境基準
値を参考に設定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境保全
措置 

本事業において環境保全対策を実施する計画であり、影響は低減され
るものと分析する。 
 
 
 
 
 
 

保全上の
目標との
整合性に
係る分析 

予測結果と生活環境の保全上の目標の対比から、全ての予測項目が目
標値を下回っており、生活環境の保全上の目標との整合性は図られてい
るものと分析する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

表 2.2(1) 環境影響の総合的な評価（最終処分場の存在） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

最
終
処
分
場
の
存
在 

調査結果 

(1)地下水位 
1)ボーリング孔の掘削深度等 

 
 
 
 
 
2)調査結果 

地下水は、尾根部では確認されず谷地の比較的浅い深度で確認されて
いる。令和 4 年度地質調査等業務委託報告書によれば、「ボーリング掘
削時に確認された地下水位は盛土中で確認された箇所が多く、詳細な要
因は不明ではあるが盛土前の旧地表面よりも地下水位が上昇している
と示唆する。」とされている。 

2022 年 9 月 22 日から 11 月 1 日までのボーリング作業期間及び 2022
年 10 月 26 日、11 月 21 日、12 月 20 日の定期観測日に測定された地下
水位の変動を下図に示した。上流側では、一定のペースで水位低下の傾
向が認められた。観測期間が一般的な豊水期から渇水期になる時期であ
ることを踏まえると、水位の低下はこれによるものと推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)地下水流動 
ボーリング掘削時の地下水は、谷地の比較的浅い深度で確認されてお

り不圧地下水(自由地下水)であると判断される。事業予定地は、地形的
に小起伏山地の頂上付近に位置しており周辺よりも標高が高い。このこ
とから、水は降雨により流入し、表流水や地下水として下流側へ流下す
る流れが主流であると推察される。 
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表 2.2(2) 環境影響の総合的な評価（最終処分場の存在） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

最
終
処
分
場
の
存
在 

調査結果 

(3)地下水の水質 
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表 2.2(3) 環境影響の総合的な評価（最終処分場の存在） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

最
終
処
分
場
の
存
在 

予測結果 

埋立地内の地下水は、上流側 100m は盛土の下、下流側 40m は盛土の地
層を流下している。埋立地の底面は盛土層に設けられる計画であるが、
地下水はその下の地層を流下しているため、埋立地の出現が地下水の流
れに影響を与える事はないと予測する。また、埋立地内の底部及び法面
部は、二重の遮水シートを敷設して浸出水が地下や埋立地外に流出する
のを防止するため、地下水の水質に影響を与えることもないと予測する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

保全上の
目標 

 

 

 

 

 

 

環境保全
措置 

本事業においては環境保全対策を実施する計画であり、影響は低減さ
れるものと分析する。 
 

 

 

 

 

 

 

保全上の
目標との
整合性に
係る分析 

埋立地の底面は盛土層に設けられる計画であるが、地下水はその下の
地層を流下しているため、埋立地の出現が地下水の流れに影響を与える
事はないと予測された。また、埋立地内の底部及び法面部は、二重の遮
水シートを敷設して浸出水が地下や埋立地外に流出するのを防止するた
め、地下水の水質に影響を与えることもないと予測された。更に環境保
全措置を講じることにより、生活環境の保全上の目標との整合性は図ら
れているものと分析する。 
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表 2.3 環境影響の総合的な評価（施設（浸出水処理施設）の稼働） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

施
設
（
浸
出
水
処
理
施
設
）
の
稼
働 

予測結果 

騒音レベルは、建屋外壁から 9m 離れた位置において 50dB を示した。
この値は、騒音規制法により定められる特定工場等において発生する騒
音の規制基準のうち第 4 種区域の基準値を十分に満足するものである。 

振動レベルは機側 1m の位置において 39dB を示した。このレベルは、
振動規制法により定められる特定工場等において発生する振動の規制基
準のうち第 1 種区域の基準値を満足するものであり、人の感覚閾値とさ
れる 55dB を十分に下回るものである。浸出水処理施設の詳細な立地計画
は未定ではあるが、造成計画平面図に示される水処理施設用地から敷地
境界までの距離は最短でも約 30m あることから、新設される浸出水処理
施設についても同程度の値は確保できるものと予測される。 
 
 
 
 
 

保全上の
目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境保全
措置 

本事業においては環境保全対策を実施する計画であり、影響は低減さ
れるものと分析する。 
 
 
 
 
 

保全上の
目標との
整合性に
係る分析 

全ての予測項目が目標値を下回っていることから、生活環境の保全上
の目標との整合性は図られているものと分析する。 
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表 2.4(1) 環境影響の総合的な評価（埋立作業） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

埋
立
作
業 

調査結果 

(1)粉じん（降下ばいじん） 
事業実施区域における粉じん(降下ばいじん)は、指標である 10t/㎢/

月を下回る結果となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)二酸化窒素 

日平均値は 0.001～0.007ppm の範囲で推移し、環境基準を満足する結
果となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
(3)浮遊粒子状物質 

日平均値は 0.002～0.030mg/㎥、1 時間値は 0.001 未満～0.043mg/㎥
の範囲で推移し、環境基準を満足する結果となっている。 

 
 
 
 
 
 
(4)騒音レベル 

時間の区分ごとの騒音レベルの平均値は、No.1 地点(事業実施区域)は
43～46dB、No.4 地点(周辺区域)は 42～51dB の範囲で推移した。これら
の値は、規制基準は適用とならないものの騒音規制法により定められる
第 4 種区域の基準値を下回るものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5)振動レベル 

時間区分ごとの振動レベル平均値は、No.1 地点(事業実施区域)は 25dB
未満、No.4 地点(周辺区域)は 25dB 未満～29dB の範囲で推移した。これ
らの値は、規制基準は適用とならないものの振動規制法により定められ
る第 2 種区域の基準値を下回るものである。 
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表 2.4(2) 環境影響の総合的な評価（埋立作業） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

埋
立
作
業 

予測結果 

(1)粉じん(降下ばいじん) 
既存処分場の埋立作業エリアから最寄りの敷地境界付近にて測定した

粉じん(降下ばいじん)量は、0.45～2.03(t/㎢/月)であり指標である
10(t/㎢/月)を下回る結果となっている。新設される最終処分場において
も、既存最終処分場と同様の埋立作業が行われると考えられるため、埋
立作業により発生する粉じん(降下ばいじん)が周辺環境へ与える影響
は、現況と同程度であるものと予測される。 
 
 
 
 
 
 
 
(2)二酸化窒素、浮遊粒子状物質 

事業実施区域で実施した大気質調査時には、既存最終処分場において
ダンプトラックが廃棄物を運搬し、ホイールローダーと油圧ショベルに
より埋立作業が行われていた。大気質調査結果は以下のとおりであり、
二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに環境基準を満足する結果となってい
る。 

二酸化窒素(日平均値の最大値)  ：0.007ppm 
浮遊粒子状物質(日平均値の最大値)：0.030mg/㎥ 
  同上   (１時間値の最大値)：0.043mg/㎥ 
従って、新設される最終処分場においても、既存最終処分場と同様の

埋立作業が行われると考えられるため、埋立作業により発生する二酸化
窒素と浮遊粒子状物質が周辺環境へ与える影響は、現況と同程度である
ことが予測される。 
 
(3)騒音レベル、振動レベル 

騒音レベルは 51dB を示し、騒音規制法により定められる特定工場等に
おいて発生する騒音の規制基準のうち第 4 種区域の基準値を満足するレ
ベルである。振動レベルは 29dB を示し、振動規制法により定められる特
定工場等において発生する振動の規制基準のうち第 2 種区域の基準値を
満足するレベルである。  

新設される最終処分場においても、既存最終処分場と同様の埋立作業
が行われると考えられるため、騒音レベル及び振動レベルも同程度の値
になるものと予測される。 
 
 
 
 

保全上の
目標 
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表 2.4(3) 環境影響の総合的な評価（埋立作業） 

生活環境 
影響要因 

項目 概要 

埋
立
作
業 

環境保全
措置 

(1)粉じん(降下ばいじん) 
これら対策の実施により、実行可能な範囲で粉じん(降下ばいじん)の

影響を回避･低減するための措置は図られているものと分析する。 
 
 
 
 
(2)二酸化窒素、浮遊粒子状物質、騒音レベル、振動レベル 

これらの対策を必要に応じて実施することにより、実行可能な範囲で
二酸化窒素、浮遊粒子状物質、騒音、振動の影響を回避･低減するための
措置は図られるものと分析する。 
 
 
 
 

保全上の
目標との
整合性に
係る分析 

予測結果は、粉じん(降下ばいじん)が最大で 2.03t/㎢/月、二酸化窒
素の日平均値が 0.007ppm、浮遊粒子状物質の日平均値が 0.030mg/㎥、1
時間値が 0.043mg/㎥、騒音レベルが 51dB、振動レベルが 29dB であり目
標値を満足する結果となっている。従って、生活環境の保全上の目標と
の整合性は図られていると分析する。 
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表 2.5 環境影響の総合的な評価（施設（埋立地）からの悪臭の発生） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

施
設
（
埋
立
地
）
か
ら
の
悪
臭
の
発
生 

調査結果 

臭気指数が 10 未満であり基準値を満足する結果となっている。  
また、基準適用とはならないが、特定悪臭物質も基準値を下回る結果

であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

予測結果 

新設される最終処分場においても、既存最終処分場と同様の埋立作業
が行われると考えられるため、埋立作業により発生する悪臭(臭気指数)
が周辺環境へ与える影響は、現況と同程度であるものと予測される。 
 
 
 

保全上の
目標 

 
 
 

環境保全
措置 

これらの対策を必要に応じて実施することにより、実行可能な範囲で
悪臭の影響を回避･低減するための措置は図られるものと分析する。 
 
 
 
 
 
 

保全上の
目標との
整合性に
係る分析 

悪臭(臭気指数)の予測結果は 10 未満であり、目標値を満足する結果と
なっている。従って、生活環境の保全上の目標との整合性は図られてい
ると分析する。 
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表 2.6(1) 環境影響の総合的な評価（廃棄物運搬車両の走行） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行 

調査結果 

(1)窒素酸化物 
二酸化窒素の日平均値は 0.001～0.007ppm の範囲で推移し、環境基準

を満足する結果となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)浮遊粒子状物質 

日平均値は 0.002～0.024mg/㎥、1 時間値は 0.001 未満～0.046mg/㎥
の範囲で推移し、環境基準を満足する結果となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)騒音 

No.2 地点(宮古市総合福祉センター付近)は昼間 64dB、夜間 55dB、No.3
地点(宮古浄化センター付近)は昼間 66dB、夜間 55dB であった。これら
の値は、騒音に係る環境基準のうち、幹線交通を担う道路に近接する空
間の基準値を下回るものであった。 

単位：dB 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4)振動 

No.2 地点(宮古市総合福祉センター付近)は 25dB 未満、No.3 地点(宮
古浄化センター付近)は 25dB 未満～37dB の範囲で推移した。これらの
値は、振動規制法により定められる第 1 種区域の基準値を下回るもので
ある。(No.3 地点は、規制基準は適用とならない。) 。地盤卓越振動数
は、No.2 地点(宮古市総合福祉センター付近)が 22.6Hz、No.3 地点(宮
古浄化センター付近)が 18.9Hz であった。 

単位：dB 
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表 2.6(2) 環境影響の総合的な評価（廃棄物運搬車両の走行） 

生活環境 
影響要因 項目 概要 

廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行 

予測結果 

(1)大気質（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 
 
 
 
 
 
 
 
(2)騒音レベル 
 
 
 
 
 
(3)振動レベル 
 
 
 
 

保全上の
目標 

 
 
 
 
 
 

環境保全
措置 

これら対策の実施により、実行可能な範囲で廃棄物運搬車両の走行に
よる影響を回避･低減するための対策は図られているものと分析する。 
 
 
 
 
 

保全上の
目標との
整合性に
係る分析 

大気質(二酸化窒素･浮遊粒子状物質)、騒音、振動の予測結果は、保全
上の目標を満足する結果となっている。従って、生活環境の保全上の目
標との整合性は図られていると分析する 
1)大気質 
 
 
 
 
 
 
 
2)騒音レベル 
 
 
 
 
 
3)振動レベル 
 
 
 
 

 


